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 令和６年（受）第３８５号 

損害賠償等請求事件 
令和８年１月２２日最高裁第一小法廷判決 

  
 

監修：弁護士 中澤 亮 
    文責：弁護士 竹永 希 

  
【判決要旨】 
 

建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）３条前段所定の団体（以下「区

分所有者の団体」という。）は、特段の事情がない限り、区分所有建物の共用部分について、民

法７１７条１項本文にいう「占有者」に当たるとされた事例。 
 

【事案の概要等】 
 
１ 事案の概要 

本件は、X（上告人）が、区分所有建物の共用部分の設置又は保存に瑕疵があることによっ

て損害を被ったと主張して、同区分所有建物の管理組合であり、区分所有者の団体である Y 組

合（被上告人）に対し、民法７１７条１項本文に基づく損害賠償を求めるなどする事案である。 
 
２ 事実関係の概要 

Y 組合は、東京都練馬区に所在する１棟の区分所有建物（平成２年５月に新築され、総戸数

２７戸のもの。以下「本件区分所有建物」という。）の区分所有者の団体（本件区分所有建物

の区分所有者全員で構成され、その敷地及び付属施設の管理を行う法人格のない団体）である。 
X は、本件区分所有建物の専有部分である２０３号室の共有者である。 
Y 組合の規約には、共用部分の管理については、Y 組合がその責任と負担においてこれを行

うものとする旨の定め（２０条）、Y 組合は、Y 組合が管理する共用部分の保全及び保守並び

に修繕を行う旨の定め（３１条）がある。 
本件区分所有建物においては、平成２５年１０月から平成２７年３月にかけて、４回にわた

って、外壁コンクリート躯体部分及び床下スラブ部分（以下「本件外壁部分等」という。）の

亀裂等により、２０３号室への漏水事故が発生した。上記亀裂等は、工作物の設置又は保存の

瑕疵に当たり、上記亀裂等が生じた本件外壁部分等は、本件区分所有建物の共用部分に当たる。 
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【論点】 
建物の区分所有等に関する法律３条前段所定の団体（区分所有者の団体）は、区分所有建物の

共用部分について、民法７１７条１項本文の「占有者」に該当するか否か。 
 

【訴訟の経過】 
 
１ 第一審1（東京地判令和４年１２月２７日判時２５９１号２１頁）2 

第一審は、民法７１７条１項本文にいう「占有者」に該当するか否かの判断に関し、以下の

とおり判示し、X（原告）の Y 組合（被告）に対する請求を一部認容した。 
「本件建物の北側外壁のコンクリート躯体部分は、本件建物の区分所有者全員が占有してい

るものであり、その部分に存する隙間ないし亀裂を放置している以上、占有者である本件建物

の区分所有者全員に保存の瑕疵があるものといわざるを得ない。そうすると、本件建物の区分

所有者全員が、原告（X）に対し、不真正連帯債務の形で民法７１７条１項本文に基づく損害

賠償債務を負うものと解すべきである。」 
「区分所有建物の区分所有者が、区分所有者全員からなる組合を構成する目的には、区分所

有建物の共有部分の管理・修繕のみならず、権利関係が複雑化することを防ぐべく、共用部分

の使用により生じる権利義務関係の処理を組合に一本化することがあると考えられ、当該目的

を達成するために、区分所有建物の区分所有者は、集会での決議や組合の管理規約において、

その方法や範囲を定めるものであると解される。そうすると、区分所有建物の区分所有者全員

からなる管理組合の管理規約に、同組合が共用部分を管理し、その修繕を同組合の負担におい

て行う旨の定めがあるときは、この定めは、区分所有者全員が、同組合に対し、共用部分の保

存の瑕疵により第三者が損害を被った場合に発生することとなる民法７１７条１項に基づく

損害賠償債務について、それを履行する権限を付与するという趣旨を含むものと解するのが相

当である。」 
「……本件規約３１条は、被告（Y）組合がその管理する共用部分の修繕を行うものとし、

２０条は、共用部分の管理を被告（Y）組合がその負担においてこれを行う旨を定めているこ

とが認められるところ、これらの定めによれば、共用部分の管理・修繕は、被告（Y）組合の

負担においてこれを行うものとされ、負担の時期及び負担額に制限を設けていない。以上から

すれば、被害者が本件建物の区分所有者に対して共用部分の工作物責任に基づく損害賠償債務

の履行を求めた際に、被告（Y）組合が当該債務全額を履行する権限を付与されたものと認め

ることができる。そうすると、原告（X）は、区分所有者全員が占有する共用部分の設置管理

の瑕疵により生じた本件事故に関し、被告（Y）組合に対して民法７１７条１項本文に基づく

損害賠償請求をすることができるものと解すべきである。」 
 

２ 控訴審（東京高判令和５年９月２７日判時２６１２号３８頁） 
一審判決に対しては、X 及び Y 組合のいずれも控訴。控訴審は、Y 組合敗訴部分を取り消

 
1 本事案では、X は、Y 組合の他、X の専有部分の直上の 3 階専有部分を所有し占有する者に対しても７１７

条１項本文又は但書に基づく損害賠償請求をしていたところ、一審判決は、同人に対する損害賠償請求につき

Y 組合と連帯して３８万９５９３円の限度でこれを認めている。以下、本解説では、Y 組合に対する請求に焦

点を当てて記載する。 
2 評釈として、伊藤栄寿「判批」別冊 NBL１９３号５３頁。渡邉拓「判例」私法判例リマークス（法律時報別

冊）７１号１８頁。 
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し、当該取消部分に係る X の Y 組合に対する請求を棄却した3。控訴審判決は、Y 組合に対す

る請求について、以下のとおり判示している。 
「本件建物の共用部分の占有者は、管理組合である一審被告（Y）組合ではなく、本件建物

の区分所有者の全員であると認められる。そして、一審被告（Y）組合が区分所有者全員との

関係において共用部分を管理する責任を負うとしても、このことから直ちに民法７１７条１項

本文の「占有者」として、これに基づく損害賠償責任を負うものと解することはできない。 
この点について、原判決は、区分所有建物の区分所有者が、区分所有者全員からなる組合を

構成する目的には、共用部分の使用によって生じる権利義務関係の処理を組合に一本化するこ

とも含まれ、区分所有建物の区分所有者全員からなる管理組合の管理規約に、同組合が共用部

分を管理し、その修繕を同組合の負担において行う旨の定めがあるときは、この定めは、区分

所有者全員が、同組合に対し、共用部分の保存の瑕疵により第三者が損害を被った場合に発生

することになる民法７１７条１項に基づく損害賠償債務について、それを履行する権限を付与

するという趣旨を含むものと解するのが相当であると判示する。しかしながら、上記管理規約

の定めから当然に、管理組合において、区分所有者全員が負うべき民法７１７条１項に基づく

損害賠償債務の履行をする権限を付与され、区分所有者全員との関係で同債務の履行を引き受

ける義務を負うことになるものと認めることは困難である。特に、当該債務について、その負

担の時期及び負担額が特定していない段階において、管理組合が、同規約に基づいて無条件に

上記損害賠償債務について区分所有者全員との関係で債務の履行引受義務を負うものと解す

ることは相当ではないというべきである。また、仮に、管理組合が、同規約に基づき、区分所

有者全員との関係において、上記債務の履行を引受ける義務を負うものであると解したとして

も、このことから当然に、管理組合が、民法７１７条１項に基づく損害賠償請求権を有する「他

人」に対して、直接に損害賠償支払義務を負い、同債務を履行すべき責任を負うものと解する

ことはできない。」 
 
３ 上告審（最判令和８年１月２２日（以下「本判決」という。） 

X が上告及び上告受理申立て。上告審は、以下のとおり判示し、原判決のうち X の Y 組合

に対する損害賠償請求に関する部分について破棄し、損害額の認定に関して原審に差し戻し、

X のその余の上告を却下した。 
「（１）民法７１７条１項本文の趣旨は、工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって

損害が生じた場合、このように通常有すべき安全性を欠く状態にある工作物を支配管理して上

記損害の発生を防止すべき地位にある者に損害賠償責任を負わせることにあると解される。 
 区分所有法によると、区分所有者は、全員で、区分所有建物等の管理を行うための団体を構

成し（３条前段）、区分所有建物の共用部分の管理に関する事項は集会の決議で決するとされ

ている（１８条１項）。これら区分所有法の規定に照らすと、区分所有建物の共用部分につい

ては、基本的に、区分所有者の団体がこれを支配管理して通常有すべき安全性を確保していく

ことが予定されているものというべきである（このことは、区分所有法２５条及び２６条に管

理者の選任及び権限等についての定めがあるからといって、左右されるものではない。）。そう

すると、区分所有者の団体は、特段の事情がない限り、区分所有建物の共用部分を支配管理し

てその設置又は保存の瑕疵による損害の発生を防止すべき地位にあるということができる。 

 
3  なお、控訴審判決は、X の専有部分の直上の３階専有部分を所有し占有する者に対する請求について、損害

額を４０万４１７６円に変更した。 
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 また、区分所有者の団体は、区分所有者からその持分に応じて共用部分の管理のための費用

を徴収しているのが通例であるところ（区分所有法１９条参照）、共用部分の設置又は保存に

瑕疵があることによって損害が生じた場合には、区分所有者の団体の財産からその賠償をする

ことが、区分所有者の通常の意思に沿い、損害を被った者の保護にも資するものといえる。 
 以上によれば、区分所有者の団体は、特段の事情がない限り、区分所有建物の共用部分につ

いて、民法７１７条１項本文にいう「占有者」に当たるというべきである。 
（２）そして、本件において特段の事情はうかがわれないから、被上告人は、本件外壁部分等

について、民法７１７条１項本文にいう「占有者」に当たる。 
５ 以上と異なる見解の下に、被上告人は、本件外壁部分等について、民法７１７条１項本文

にいう「占有者」に当たるということはできないとした原審の判断には、判決に影響を及ぼす

ことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、原判決中、上告人の被上告人に対する

損害賠償請求に関する部分は破棄を免れない。そして、損害額等について更に審理を尽くさせ

るため、上記部分につき本件を原審に差し戻すこととする。 
 なお、その余の請求に関する上告については、上告人が上告受理申立ての理由を記載した書

面を提出しないから、これを却下することとする。」 
 
【解説】 
 
１ 区分所有建物における民法７１７条１項の責任 

⑴  民法７１７条１項本文の占有者概念 

 民法７１７条１項１項本文の「占有者」とは、工作物を事実上支配する者をいい、通説で

は、その範囲は物権法上の占有理論により定められるとされ、一次的には直接占有者がこれ

に該当するとされている。もっとも、近時の学説では、物権法上の直接占有者の概念のみで

なく、民法７１７条の趣旨に鑑み、土地工作物を支配・管理すべき地位にある者に責任を負

わせる点も重視されている4。 
 本判決は、「民法７１７条１項本文の趣旨は、工作物の設置又は保存に瑕疵があることに

よって損害が生じた場合、このように通常有すべき安全性を欠く状態にある工作物を支配管

理して上記損害の発生を防止すべき地位にある者に損害賠償責任を負わせることにある」と

した上で、民法７１７条１項本文の趣旨を踏まえ、占有者たる地位について検討しており、

学説の流れに沿うものと考えられる。 
⑵  区分所有建物の共有部分の設置又は保存の瑕疵に関する民法７１７条１項本文の責任

主体 

 区分所有建物における民法７１７条１項本文の工作物責任について、その瑕疵が専有部分

の設置又は保存にある場合には、当該専有部分の区分所有者が損害賠償責任を負うところ、

共用部分の設置又は保存に瑕疵がある場合の責任主体をいかに解すべきかが問題となる5。 
 この点、１９８３年改正区分所有法の立法担当者は、管理責任があるところに占有がある

 
4  近江幸治『民法講義Ⅵ〔第３版〕』（成文堂、２０１８）２４０頁、潮見佳男『不法行為法Ⅱ〔第２版〕』（信

山社、２０１１）２６５頁等。 
5  なお、区分所有法は、９条において、民法７１７条の工作物責任の特則として、「建物の設置又は保存に瑕疵

があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。」

として、区分所有建物における瑕疵が、共用部分にあることを推定する規定を置いている。 
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とは必ずしもいえないとして、区分所有法の共用部分から生じた工作物責任については、管

理組合法人又は管理組合（法人格なき社団）が占有者として責任を負うと解することはでき

ず、区分所有者全員が不真正連帯責任を負うとしていた6。東京高裁平成２９年３月１５日

判時２３８４号３頁も、区分所有者の共用部分の占有者は、建物の区分所有者全員であると

し、管理組合は、共用部分を管理しているところ、「管理責任があるところに占有があると

はいえないのであり、管理組合が共用部分の占有者（民法７１７条１項の第一次的責任主体）

であるとみるには無理がある」として、組合に対する工作物責任の成立を否定した。 
 これに対し、学説等において、民法７１７条１項が土地工作物の瑕疵による責任を、一次

的には占有者に負担させているのは占有者が損害の発生を防止するに必要な注意を直接に

払うことができる地位にあるためであると解すると、管理組合法人又は管理組合（法人格な

き社団）は、かかる地位にあることから、占有者に当たると考える余地があるとする見解が

あった7。 
⑶  本判決について 

 まず、一審判決は、管理規約の記載を理由に、区分所有者全員が、同組合に対し、民法７

１７条１項本文に基づく損害賠償債務の履行権限を付与していると解されることを理由と

して、Y 組合に対して民法７１７条１項本文に基づく損害賠償請求をすることができるとし

た。しかし、このような理由付けついては、①管理規約は共用部分の管理に係る責任のみ定

めており、区分所有者全員の第三者に対する義務の履行を定めていると解するのは文言解釈

に無理があること、②管理組合に債務の履行権限が付与されていると解した場合の区分所

有者と管理組合の求償関係等の権利関係が曖昧となること等の批判がされていた8。 
 次に、控訴審判決は、「上記管理規約の定めから当然に、管理組合において、区分所有者

全員が負うべき民法７１７条１項本文に基づく損害賠償債務の履行をする権限を付与され、

区分所有者全員との関係で同債務の履行を引き受ける義務を負うことになるものと認める

ことは困難である」として、Y 組合に対する請求を棄却しており、上記批判①と同旨の判示

をしている。 
 本判決は、第１審の示した、管理規約に基づく区分所有者全員による管理組合への債務の

履行権限の付与という構成を採用せず、また、民法及び区分所有法の規定に鑑み、特段の事

情がない限り、区分所有者の団体が占有者として民法７１７条１項本文の責任主体となると

判示し、控訴審判決と異なる結論を示している。 
 
３ 区分所有者の団体を民法７１７条１項本文の占有者に該当すると解する実務上の意義 
⑴  区分所有者の団体を占有者とする必要性 

 上述のとおり、立法担当者の見解等においては、区分所有者の団体は占有者としての責任

を負わず、各区分所有者が共用部分の占有者として民法７１７条１項本文の責任を負うと解

されてきたが、このような構成の実務上の問題点としては、主に以下の点が指摘されていた

 
6  濱崎恭生『建物区分所有法の改正』（法曹会、１９８９）１３７頁。もっとも、管理組合法人又は管理組合

（法人格なき社団）が占有者として７１７条１項本文の工作物責任を負うか否かについては、「両説ありうると

思われるが」との留保は示されている（同１４１頁）。 
7 稻本洋之助＝鎌野邦樹『コンメンタール マンション区分所有法〔第３版〕』（日本評論社、２０１５）７２

頁。 
8 伊藤・前掲注（２）５３頁。 
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9。 
 まず、区分所有建物の場合、各区分所有者が直接に共用部分を管理しているわけではない

ため、工作物責任に係る損害賠償債務を連帯債務とした場合には、①区分所有者のうち、資

産の多いものが狙い撃ちされる可能性があり、②区分所有者間で求償権を行使することは、

その後の居住環境の悪化につながるという懸念である。 
 次に、組合債務のように分割債務と解した場合には、被害者が全額の賠償を得るためには

全区分所有者を相手方として請求しなければならず、損害金全額の回収が現実には困難とな

るため、被害者保護に欠ける。 
 これに対し、区分所有者の団体を民法７１７条１項本文の占有者と解することにより、当

該団体に対する損害賠償請求との関係で、「団体の財産（管理費・修繕積立金等）」を損害賠

償の直接の引当てとすることが可能になり10、こうした実務上の弊害を回避しうると考えら

れる。 
⑵  本判決の立場 

 本判決は、「区分所有者の団体は、区分所有者からその持分に応じて共用部分の管理のた

めの費用を徴収しているのが通例である」「（区分所有法１９条参照）」として、「共用部分の

設置又は保存に瑕疵があることによって損害が生じた場合には、区分所有者の団体の財産か

らその賠償をすることが、区分所有者の通常の意思に沿い、損害を被った者の保護にも資す

る。」と説示しており、区分所有者の団体を民法７１７条１項本文の責任の主体として認め

る必要性についても考慮しているものと考えられる。 
 

４ 本判決の射程についての検討 
⑴  被害者は区分所有者に限られるか。 

 本事案では、区分所有建物の共有部分の保存の瑕疵により損害を受けた被害者は、当該区

分所有建物の区分所有者の一人であった。もっとも、本判決が述べる民事訴訟法７１７条１

項本文の趣旨や、共用部分を管理すべき区分所有者の団体の地位等は、被害者が区分所有者

であるか否かにかかわらず、同様に妥当することなどから、本判決の射程は、被害者が区分

所有者以外の第三者である場合にも及ぶものと考えられている11。 
⑵  各区分所有者の民法７１７条１項の責任 

 本判決は、区分所有建物の保存の瑕疵から生じた工作物責任に関して、区分所有者の団体

が、特段の事情がない限り、民法７１７条１項本文の「占有者」に該当する旨を判示したも

のであるところ、本判決において、区分所有建物の各区分所有者の責任に係る判断は示され

ていない（控訴審判決が認めた X の専有部分の直上の３階専有部分を所有し占有する者に

対する工作物責任に基づく損害賠償請求は、損害額を４０万４１７６円とする限度で確定し

ている。）各区分所有者の民法７１７条１項の責任や、区分所有者の団体と各区分所有者の

 
9 渡邉・前掲注（２）２０頁。 
10 区分所有者の団体もその構成員が区分所有者全員である以上、最終的には区分所有者全員が責任を負担する

ことに変わりはないが、区分所有者の団体に対して損害賠償請求がされた場合には、各区分所有者の財産は

（当該団体の財産が不足するときに）補充的に引当てとなるに留まる点で、各区分所有者が直接連帯債務を負

担する構成とは差異がある（金丸義衡「判批」『マンション判例百選（別冊ジュリ２５９号）』５１頁。）。 
11 西村康人「判批」有斐閣 ONLINE 判例 Direct 記事 ID：L2601009。 
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責任との関係等については、今後の事例の集積が待たれる。 
⑶  「特段の事情」 

 本判決は、「本件において特段の事情はうかがわれない」とするほかに、特段の事情の該

当性に関する理由を示していないため、どのような場合に「特段の事情」が認められるかに

ついては明確にされていない。 
 この点、「特段の事情」が認められないとするには、規約上別段の定めで管理権限を制約

することの他、共用部分の管理費を制約することが必要である旨の指摘されている12。また、

規約上の定めとして、区分所有法上、原則として、区分所有建物の共有部分は、区分所有者

全員の共有に関するとされているところ（区分所有法１１条１項）、管理を円滑にする目的

等から、組合の規約により共有部分の全部又は一部を一部の区分所有者の所有とすることに

より（同条２項）、当該区分所有者に管理義務を負わせた場合（同法２０条１項）等には、

当該共有部分に対する管理組合の管理権限は制約されているとも考えられる13。 
 なお、本件では、Y 組合の規約において、当該組合が当該共用部分の修繕を行うものとし

（規約３１条）、共用部分の管理を Y 組合がその負担においてこれを行う（規約２０条）旨

が定められており、規約の定めによる特段の事情の有無は問題とならなかったものと考えら

れる。どのような場合に特段の事情が認められるかについては、今後の裁判例等の蓄積を踏

まえて検討する必要がある。 
 
５ 本判決の意義 

 本判決は、区分所有建物の保存の瑕疵から生じた工作物責任に関して、区分所有者の団体が

民法７１７条１項本文の「占有者」に該当するか否かについて、最高裁の解釈を明らかにした

点で意義がある。また、区分所有者の団体の占有者該当性の判断において、民法及び区分所有

法の規定の解釈を基に理由を説示しており、事例的な判断にとどまらない判示をした点も注目

に値する。 
 近年、マンション等の共用部分の老朽化に伴い共用部分の適切な維持管理の在り方が問われ

るところ、本判決により、区分所有者の団体が、原則として民法７１７条１項本文に基づく責

任主体となるとされたことにより、区分所有建物の共用部分の設置又は保存の瑕疵により損害

を被った被害者は、個々の区分所有者を相手方とせず、区分所有者の団体に対して責任追及を

する途が開かれたことになる。 
 一方で、区分所有者の団体は、「特段の事情」がない限りは、同条の占有者としての責任を

否定することができないため、同団体としては、①管理組合の規約の文言の検討、②共用部

分についての定期的な修繕及び保守点検の徹底、③損害賠償請求がされた場合に備えた保険

の加入や管理費の徴求額等の実務上の対応を検討することが考えられる。 

 
12 西村・前掲注（１２）。なお、同評釈では、管理組合の権限を制約する例として、区分所有法１１条２項・

２０条・２７条１項が引用されている。 
13 本判決が引用する区分所有法１８条１項は、「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会

の決議で決する。」としているところ、かかる規定についても規約で別段の定めをすることは可能であり（同条

２項）、別段の定めの例としては、共用部分の管理について管理者が決定する旨の定め等があり得る（稻本＝鎌

野・前掲注（７）１１５頁）。もっとも、規約により共用部分の管理に関する決定を管理者に委任している場合

であっても、このことから直ちに管理組合の「区分所有建物の共用部分を支配管理してその設置又は保存の瑕

疵による損害の発生を防止すべき地位」が失われるかは明らかではない。 
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※本ニュースレターは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスではありません。 

また、その性質上、法令の条文や出展を意図的に省略している場合があり、また情報としての網羅性を

保証するものではありません。個別具体的な案件については、必ず弁護士にご相談ください。 
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早稲田大学法科大学院修了、2023 年弁護士登録。 
M＆A、ジェネラルコーポレート、訴訟、株主総会対応、海外

業務等を中心に、企業法務全般を取り扱う。 
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